
今月の主な内容

今月の納税

上下水道休日当番

広報

※処理手続きの都合上、前日16時までに
環境課又は各総合支所ほけん福祉課に
連絡をお願いします。

●伊野地区……役場本庁
●吾北地区……吾北総合支所
●本川地区……本川総合支所

問い合わせ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
環境課　　　　　　　　　 　 893‐1160
吾北総合支所ほけん福祉課 　 867‐2312
本川総合支所ほけん福祉課 　 869‐2114

飼えなくなった
犬の引取日

（住民基本台帳人口による）

（　）内は前年同月末日

いの町いの町のの人口人口いの町の人口

いの町ホームページ   http://www.town.ino.kochi.jp/

町県民税4期　国保税・介護保険料・後期高齢者保険料6期

インフルエンザ予防接種のお知らせ3
年末年始のごみ・し尿の収集ご確認ください2

税務課だより6
土地区画整理事業の換地処分に伴う郵便番号の変更について9
いの町財政事情の公表10
狩猟免許試験のご案内16

12

いの町上下水道組合　　090‐9555‐6246

平成22年10月末日現在

N o . 7 5
2 0 1 0

12月1日（水）・15日（水）・1月19日（水）
受付時間  8：30～9：30

●総人口　2６,427（26,870）人
●男　性　12,644（12,868）人
●女　性　13,783（14,002）人
●世帯数　11,086（11,138）世帯

　11月14日　グリーンパークほどので「ほのほの王国もみじまつり」が開催されました。
ボランティアの方々が手入れした花が咲くお祭り広場は、終日多くの来場者でにぎわいました。

「ほのほの王国もみじまつり」「ほのほの王国もみじまつり」「ほのほの王国もみじまつり」
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平成２２年10月分

※いの町ホーム
ページにも掲載
しています。 
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問い合わせ・申請先
ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内） 参 ８９３－３８１１
吾北総合支所ほけん福祉課 参 ８６７－２３１２
本川総合支所ほけん福祉課 参 ８６９－２１１４

インフルエンザ予防インフルエンザ予防接種のお知らせ接種のお知らせインフルエンザ予防接種のお知らせ

咳エチケット

　接種開始　　10月１日～　ワクチンを接種できる期間・時間は医療機関によって異なります。
　接種場所　　国と契約した全国の受託医療機関
　対 象 者　　希望される方はどなたでもワクチンを接種することができます。

【注意】１歳未満のお子様は、ワクチンを接種しても十分な免疫をつけることがむずかしく、
効果が小さいと考えられていますので、おすすめしていません。

　接種回数　　①13歳未満の方＝２回接種　②それ以外の方＝１回接種

　接種費用　　１回目　3,600円以内　２回目　2,550円以内
※接種費用は医療機関によって異なります。
※医療機関を受診し、接種できなかった場合も1，790円の費用が必要になります。体調の
良いときに受診してください。

低所得世帯　町民税非課税世帯の方・生活保護世帯の方
　接種前申請（～1月31日）
　全額助成
　本人又は同一世帯の家族が申請

　
幼　　　児　町民税課税世帯で1歳～就学前の方
妊　　　婦　町民税課税世帯の方
　接種後申請（～2月28日）
　一部助成（接種費用から1,000円を差し引いた額を助成）
　本人又は同一世帯の家族が申請

高　齢　者　町民税課税世帯の方で65歳以上の方
　申請不要
　自己負担金：1,000円
　　　　　　　（医療機関窓口での支払い）

昨年度に引き続き負担軽減措置を実施します（※接種日当日いの町民の方に限ります。）
負担軽減措置は、10月1日～平成23年1月31日の間の接種に限ります

※

※心臓、じん臓又は呼吸器に重い障害のある方、ヒト
免疫不全ウイルスにより、免疫機能に障害がある方
のうち、身体障害者手帳１級の60歳以上65歳未満
の方も含みます。（手帳のない方は、医師の診断書が
必要です。）

新型インフルエンザワクチン接種事業　10月1日から始まっています
～再流行に備え、かかったときの重症化を防ぎましょう～
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◆希少な「ベニオグラコウホネ」を守ろう！
　　県内では奥田川にだけ咲く絶滅危惧種「ベニオグラコ
ウホネ」という水生植物があります。小さくて黄色いとっ
ても可憐な花を咲かせています。伊野南小４年生が地
域の方とともに「ベニオグラコウホネを守っていく」た
めの勉強会をしました。また、この勉強会に先立ち、
地域の方々が早朝から草刈りをしてくださいました。

◆伊野南小運動場に築山
　　周りに山はたくさんあるのに、昔のように裏山で遊ぶことができない子ど
もたちの体力づくりのために築山を作ることにしました。まだ目標の半分く
らいですが、完成が待ち遠しいです。

　○伊野南花公園横の緑地も地域の方が草刈りをしてくださり、これから小・中学生が芝生や花等を植
えていきます。

◆南っ子ミュニティ放課後体験教室開催
　　南小の空き教室などを利用して、10月は「琴教室」「折り紙
教室」、11月は「三味線教室」「折り紙教室」を開催しました。
日本の伝統文化に触れながら、地域の皆さんとともに子どもた
ちも目を輝かせて楽しんでいました。

◆「すっとん会」結成
　　磨けば光る石を探して磨く工程を楽しむ会「すっとん会」が
結成されました。10月末に「第１回の石探し＆磨きツアー」を
行いました。

☆伊野南地域子育て創生事業☆

伊伊伊野野野 小小小小小小学学学 ををををををを核核核核ととととととととしししししたたたたた地地地 ココココミミュュュュュュュニニニニニテテテテテテテティィィ作作作りりりりりりりをををを 指ししししししてててててて⑤⑤伊野南小学校を核とした地域コミュニティ作りを目指して⑤

問い合わせ　伊野南小学校  参 ８９２－１１２１ 中野

コ
っ

◎運動の目的
　年末年始は、飲酒の機会が多くなること
や交通量の増加などを原因とし、交通事故
の多発が予想されることから、県民一人ひ
とりが交通安全に対する意識を高め、交通
ルールの遵守と正しい交通マナーを実践し、
安全で安心な人にやさしい交通環境をつく
ることにより、交通事故を防止することを
目的とします。

年末年始の交通安全運動年末年始の交通安全運動
実施期間：１２月１０日（金）～１月９日（日）

ナナナナナ よよよよよよよ高知の交通マナーを高めよう！！
 いの警察署　参 ８９３－１２３４

ドライバーの皆さん、
思いやりのある運転
を心がけましょう

歩行者の皆さん、しっかりと安
全確認をしましょう

◎重点目標
　①高齢者の交通事故防止
　②飲酒・暴走運転の根絶
　③自転車の安全利用の促進③自転車の安全利用ののの促の 進進

いの警察署から
お知らせ
いの警察署から
お知らせ

　平成18年６月から施行されている「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵
害問題への対処に関する法律」に基づいて、毎年12月10日（金）～16日（木）を「北
朝鮮人権侵害問題啓発週間」とし、各種啓発活動に取り組んでいます。
　これまでの北朝鮮工作員による拉致の多くは海岸付近で発生しています。
　昼間、夜間を問わず
　　○海岸周辺でうろつく見かけない不審な者（車・船）
　　○人目に付きにくい場所で潜んでいるような不審者
などを発見した際は警察へ通報をお願いします。

● 問い合わせ　　いの警察署　参 893‐1234
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税 務 署 からの お 知らせ

相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に

基づく年金の税務上の取扱いの変更について

相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に

基づく年金の税務上の取扱いの変更について

相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に

基づく年金の税務上の取扱いの変更について
　この度、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税

対象にならないとする最高裁判所の判決がありました。そこで、このような年金に係る税務上の取扱いを改めることとしましたの

で、お知らせします。これにより、平成１７年分から平成２１年分までの各年分について所得税が納めすぎとなっている方につきま

しては、その納めすぎとなっている所得税が還付となります。

　お手数をお掛けしますが、必要なお手続き（更正の請求又は確定申告など）をしていただきますようお願いいたします。

　この取扱いの変更の対象となる方や所得税の還付のお手続きについては、国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】
をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

※平成１７年分について、早い方は平成２２年１２月末が還付できる期限となりますので、お早めのお手続きをお願いします。

※受け取られた年金の受給権が相続税や贈与税の課税対象となる場合は、実際に相続税や贈与税の納税額が生じな

かった方も対象となります。
問い合わせ　伊野税務署　参 ８９３－１１２１
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～いの町地域雇用創造協議会・地域雇用創造推進事業～

実践講座開講中！
　１０月２２日「紙が仕事を創る」第１回実践講座が今回は、紙
会社４社から４名を含む２７名の方々で開催されました。この
講座は、何かを学ぶ講座ではなく期間限定の商品開発プロ
ジェクトで、皆さんの力を発揮する場を提供し、チャンスを掴
んでもらう取り組みになります。紙会社の方から、「このよう
な企画は今までにはなかった」、「自分たちが考えている用途
以外の使い方を考えてほしい」などのお話をお聞きし、６社
４５製品の紙を提供していただきました。第１回講座に引き続
き、第２回講座を次のとおり開催します。第２回講座では、各
自持ち帰った紙を商品にかえ発表していただきます。
　今後、町内に展示する場所を設け商品化コンテストとして
公開していきます。

　
　２３年度には、「食・農のもてなし」「山の技」など色々なセミナー、講座を予定しております。受講は原則無料です。求職者、個
人やグループで特産品づくりなどによる起業を目指す方はもちろん、在職中の方も受講できます。
多くのご参加をお待ちしています。

仕事をしたい人、自分の力を活かして、地域で活動をしたい
人のための講座です。

申し込み・問い合わせ

【まち歩きガイド養成講座③】
　まちの宝の伝え方・話し方
　１２月１９日（日）　９：００～１１：３０　伊野公民館３階大会議室

いの町地域雇用創造協議会（会長　いの町長）
　〒781－2110　いの町1700－1　役場産業経済課２階
　参 897－2211　姉 897－2210
　死 e-mail：inokoyo@shore.ocn.ne.jp
　電話かファクス又はメールでお申し込みください。

【紙が仕事を創る実践講座②】
　あなたのオリジナリティが商品に ！
　１２月１７日（金）　１８：３０～２０：３０　伊野公民館３階大集会室

まち歩きガイド養成講座でも、着々と新
しい取り組みが進んでおります。乞う、
ご期待！
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い の 町 財 政 事 情 の 公 表
　町では、いの町財政事情説明書の作成及び公表に関する条例（平成16年いの町条例

第49号）に基づき、皆さんからいただいた税金や、国・県からの支出金、町債などが

どのように使われているかを年2回公表しています。

　今回は平成22年度の財政状況の概要及び平成21年度決算の状況をお知らせします。
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129129億
2,204万4千円2,204万4千円
129億
2,204万4千円

町税
（21.1%）

27億3,178万1千円

諸収入・使用料・その他（10.3%）
13億3,881万9千円

国・県支出金
（21.3%）

27億4,987万7千円

町債（9.5%）
12億2,530万円

地方交付税
（37.8%）

48億7,626万7千円

歳 入 決 算 額

128億128億
186186万4千円万4千円
128億
186万4千円

総務費
（31.2%）
39億9,924万
3千円

衛生費衛生費
（8.2%）（8.2%）

10億4,784万10億4,784万円

衛生費
（8.2%）

10億4,784万円

労働費
（0.3%）

3,694万1千円

農林水産業費
（5.2%）

6億6,156万4千円

土木費土木費
（9.7%）（9.7%）
12億3,632万12億3,632万
3千円3千円

土木費
（9.7%）
12億3,632万
3千円

民生費
（17.4%）
22億3,003万
5千円

議会費（0.7%）
9,490万7千円

消防費消防費
（4.1%）（4.1%）
5億2,866万5億2,866万
3千円3千円

消防費
（4.1%）
5億2,866万
3千円

商工費
（1.2%）
1億5,801万
5千円

公債費
（15.9%）
20億2,966万
2千円

災害復旧費
（0.5%）

5,814万7千円

教育費
（5.6%）
7億2,052万
4千円

歳 出 決 算 額
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50 

60 

70 

80 

90 

平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 （億円） 
（年度） 

120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 

平成17 平成18 平成19 平成20 平成21 （億円） （年度） 

一般会計 
全体 
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●開館時間　９：００～１７：００
●休　館　日　毎週月曜日
　　　　　　１２月２７日～１月４日
※１月２日･３日は開館します
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●開館時間　９：００～１７：００
●休　館　日　１２月２９日～１月１日

月 ・ 月 の 催 し 物12 1
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病
院
事
業
業
務
状
況
公
表

地
方
公
営
企
業
法
に
基
づ
き
、
病
院
事
業
に
関
す
る
平
成
22
年
9
月
30
日
現
在
の
概
要
及
び
平
成
21
年
度
決
算
の
状
況
を
、

次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。
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　総務省では、経済的な理由等で地上アナログ放送から
地上デジタル放送に移行することが難しい世帯に対し、
簡易なチューナー（１台）の無償給付等の支援を実施し
ています。
　
⑴支援の対象
　対象は、以下の世帯のうちＮＨＫ放送受信料が全額免
除となっている世帯です。
①生活保護などの公的扶助を受けている世帯
②障害者がいる世帯で、かつ世帯全員が市町村民税非
課税の措置を受けている世帯

③社会福祉事業施設に入居し、自らテレビを持ち込ん
でいる世帯

地上デジタル放送を受信するための
　　　　簡易なチューナーの無償給付等の支援について

総務省  地デジチューナー支援実施センター 
http://www.chidejishien.jp

参 0570‐033840　姉 044‐966‐8719
（平日9：00～ 21：00、土、日、祝日9：00～ 18：00）

＊IP電話等、上記の電話番号がつながらない場合は、参 044‐969‐5425

NHK視聴者コールセンター
http://www.nhk.or.jp/jushinryo/

参 0570‐000588　姉 044‐888‐4340
（平日9：00～ 21：00、土、日、祝日9：00～ 18：00）

＊IP電話等、上記の電話番号がつながらない場合は、参 044‐871‐8441

⑵支援の内容
　地上デジタル放送を受信するための「簡易なチュー
ナー（１台）」の無償給付、訪問設置を行います。アンテナ
改修等が必要な場合には無償で改修等を行います。ま
た、共同受信施設やケーブルテレビを利用されている場
合には、その改修経費のうち支援対象世帯が負担する額
の給付を行います。
　⑶支援の申込受付期間
　12月28日（火）まで　（消印有効）
　⑷ご注意いただきたい点
　支援は現物給付です。ご自身で購入したチューナー、
アンテナ等の費用を清算することはできません。

本支援に関する問い合わせ

ＮＨＫの放送受信契約や免除に関する問い合わせ
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『ほねほね相談会』のご案内

日　　　時　 　12月21日（火）  （受付  9：30～11：00）
場　　　所　 　すこやかセンター伊野
内　　　容　 　栄養相談、保健相談、骨密度測定

＊「ほねほね相談会」とは…
　毎月１回、今の骨の状態を知る一つの目安として、簡単な骨密度測定を行います。管理栄養
士や保健師がお話を聞いて相談に応じたり、食事や運動についてのアドバイスをしていますの
で、お気軽にご参加ください。
　なお、半年～１年空けての骨密度測定が望ましいといわれています。昨年12 月～今年６月ご
ろにほねほね相談会で測定された方は、是非ご参加ください。

※事前に来所希望の時間に予約ができます。
※骨密度測定はかかとの部分で測る簡易な機器ですので、医療機関の機器とは異なります。“背が縮む、
腰が痛い、背中が曲がってきた、圧迫骨折の既往がある ”など症状がある方は、医療機関での詳し
い検査をお勧めします。

予約・問い合わせ　　 ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内） 　　８９３－３８１１

骨を丈夫にするためには、運動することが大切です。

　これまでも骨と運動の関係についてお話ししてきましたが、今回は、
この「運動をする時」に気をつける点をご紹介します。
　☆適切な水分補給のポイントは？
　　歩く30分前にコップ１杯（約300裨）程度を飲み、運動途中にも水
分補給をしましょう。
　　運動時の水分補給は、体温上昇をおさえ、発汗で水分を失うことに
よる熱中症を防ぎます。
　　ウォーキングでは、１時間に約350裨の水分を消費します。のどが
渇いた状態では、すでに水分不足です。事前の摂取に加え、定期的な
水分補給を行いましょう。
　☆長続きの秘訣は？
　　マイペースで楽しむことが一番です。
　　たくさん歩くことより「毎日少しでも歩くこと」を目標に始めましょ
う。
　　まずは３か月続けるといった目標を定め、「達成したら洋服を買う」
など、ごほうびを用意するとモチベーションを維持できます。ウォー
キングシューズを購入することや歩数計をつけて歩くこともやる気
アップに効果的です。
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ぐりぐらひろば（いの町子育て支援センター）からのお知らせ

＊なお、ほけん福祉課・町民課・図書館・吾北総合支所・吾北教育事務所・本川総合支所・本川教育事務所をはじめ、
町内各量販店（サンプラザ新鮮館天王・サンシャインラヴィーナ・サニーマート伊野店・サニーアクシスいの）に
設置している“ぐりぐらつうしん”や、  いの町ＨＰ　⇨　子育て情報　⇨　ぐりぐらひろばＨＰ  もご覧ください。

☆申込・問い合わせ　　ぐりぐらひろば（いの町総合健康センター内）　　　　892－3151

　出産や子育てに不安を感じたり子育て情報や友達を求めたりしている妊婦さんやパパ、
ママ、小さいお孫さんと日々奮闘していらっしゃるおじいちゃんやおばあちゃん。
　親子で集う遊びと語らいの広場 “ ぐりぐらひろば ” に来てみませんか！？ 

12月の行事予定
【お楽しみ会】 ７日（火）絵本読み聞かせ
【子育て座談会】 ７日（火）１３：００～１４：００
　　　　　　　　　小児科の先生を囲んで
【てくてくひろば】 ９日（木）天神保育園
【ホッとママ講座】 14日（火）親子クッキング
【保護者会活動
 “いちごサークル”】 １６日（木）クリスマス会
【有志保護者・地域
  ボランティア】 ２４日（金）年末大掃除
【年始年末の閉所日】 １２月２７日（月）～１月４日（火）
　

　1月当初の行事
【お楽しみ会】 １１日（火）絵本読み聞かせ

てくてくひろば

＊現地集合、現地解散です。
＊日除け帽子を着用し、水分補給のためのお茶や着替
え等をご持参ください。保護者は、お子様といっ
しょに遊びを楽しめるようスニーカー等でご参加
ください。

＊自家用車でご参加の方は、すこやかセンターの駐車
場をご利用ください。

＊天候や気温等によって遊びを変更することがあり
ます。あらかじめご了承ください。

＊ご都合によりキャンセルされる方は、“ぐりぐらひ
ろば ” へご連絡をお願いします。

♪園児といっしょに遊ぼう♪

☆各保育園や幼稚園に出向き、遊んだり交流
したりする “ てくてくひろば ” へのお誘い

　ひろばには、赤ちゃんから３歳ごろまでの子どもたちが毎日遊びに来ています。
　のびのびと過ごすようになるにつれ、「友達に興味を持ち始めたみたい♪」と喜ぶ赤ちゃん
のママ。「ひろばのトイレでおしっこが出た！！」と大感激のパパやママ。「言葉で言うように
なってきた�」と心配から成長への信頼に変わるママのつぶやきも聞かれます。
　玄関では、親子いっしょに「おはよう♪」「バイバ～イ！また遊ぼうね♪」と、友達のお出迎え
とお見送り。あたたかいひろばの雰囲気に、初来所の親子も気持ちがほぐれるようですね�

★各行事へのご参加をお待ちしています。事前にお申し
込みください。

★昨年度は地域の皆さんのご協力もいただき、日ごろは
できないところまできれいにしていただきました。本
年度もどうぞよろしくお願いします。
日　時　12月24日（金）  ９：30～11：30
　　　　＊この日は、子どもたちにひろばを開放すること

ができません。あらかじめご了承ください。
　　　　＊有志の方は、ひろばまでご連絡ください。
　　　　＊お構いない清掃用具をご持参ください。
　　　　　例）雑巾・ガラス拭き・ガラス窓の水切り・タワシ・

棒ずり（棒付きブラシ）など
★詳しくは、ぐりぐらひろばへお問い合わせください。

＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊有志保護者・地域のボランティアによる有志保護者・地域のボランティアによる
年末大掃除のお知らせと、ご協力のお願い年末大掃除のお知らせと、ご協力のお願い
有志保護者・地域のボランティアによる
年末大掃除のお知らせと、ご協力のお願い

12月９日（木）  天神保育園（10:00～11：00）

＊　＊　ホッとママホッとママ講座　＊講座　＊＊　ホッとママ講座　＊
日　時　12月14日（火）  9：30～11：00
場　所　ぐりぐらひろば
講　師　いの町学校教育課  管理栄養士  森沢美香  先生
内　容　親子クッキング  ～クリスマスメニュー～
受　付　食物アレルギー対応のメニューを検討させてい

ただくため、11月で受付終了しました。

　　　　ご了承ください。
参加費　材料費として親子で500円程度集めます。当

日の出欠により、多少の誤差が出じることがあ
ります。あらかじめ、ご了承ください。

　11月の健康まつりに併せて、保護者会“いちごサークル”によるバザーを開催しました。
　地域の皆さんや保護者の皆さんには、たくさんの品物をご提供いただき、当日もご協力くだ
さいましてありがとうございました。収益は、子どもたちの遊びや生活環境をより良くするた
めに使わせていただきます。

保護者会保護者会
“いちごサークル”“いちごサークル”

よりより
◇バザーのお礼◇◇バザーのお礼◇

保護者会
“いちごサークル”

より
◇バザーのお礼◇

★★★★★★★★★★★ 寝早 朝ご んんんんんんんんん★★★★★★★★★★
人人人人人人人人人人人人人人人人職員による人形劇

★早ね早おき朝ごは
ん★

ばのトイレでおし こが出た！！」と大感激の
と心配から成長への信頼に変わるママのつぶや
親子いっしょに「おはよう♪」「バイバ～イ！また遊
たたかいひろばの雰囲気に、初来初初初初 所の親子も気

劇

はじめて
の

メリーゴ
ーランド

♪

★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★★★★★★ んなんなんなんんなんんんなんんんんんんなんんなんな★みんなで手作り運動会★

聞かせ
～１４：００
ん

てく
☆各保育園や幼稚
したりする “ て

＝ママの発案＝

★ぐりぐらゆう
えんち★
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※年末年始休館日のご案内※
12月27日（月）～1月4日（火）

図書館（本館・枝川分室）は休館です。

１２月４日（土）1５：００～1５：３０　☆第１土曜日☆

・菩提樹　・あふれる涙　・春の夢　　・郵便　　・霜おく髪
・からす　・道しるべ　　・幻の太陽　・辻音楽師

♪プログラム♪
シューベルト「冬の旅」より

本　館 枝川分室

　 850－4360 　 850－4350

開館時間

休　館　日

電話番号

9：30～18：00
毎週月曜日、
祝日
28日（館内整理日）
年末年始

月・水・金・日曜日
祝日
年末年始

＊読み聞かせ勉強会＊

12月13日（月）　１０：００～１２：００
 ☆毎月第2月曜日☆

♪高知コンサートグループシリーズコンサート・第7回♪
出演者プロフィール

濱田陽治　氏（声楽）
作陽音楽大学卒業。向原寛氏、故菅谷省三氏に師事。
公立学校教員を務めながら声楽を学んでいる。
高知コンサートグループ理事。香南市立夜須中学校長。

石田多絵　氏（ピアノ）
国際キリスト教大学人文科学科卒業。故橋詰利春氏、
故古畑敬子氏、竹村勲氏に師事。土佐協会オルガニスト。
高知コンサートグループ会員。

※本館・枝川分室休館日の返却は正面玄関のブックポストをご利用ください。
※いの町立図書館の本などの返却は、本館・枝川分室どちらでも返却できます。
※天王コミュニティーセンター図書室では、いの町立図書館の本などは返却できません。

＊子どもの本棚＊
核になる絵本19冊（No.18）

『おおかみと七ひきのこやぎ』

～ 読み聞かせをされていて　　　　　　　
　　　　　お困りのことはありませんか？ ～

　“グリムの昔話”は絵本として数多く出版されてきましたが、その中で
もこの「おおかみと七ひきのこやぎ」は日本語版が1967年に出版されて
以来、今も版を重ね、読み継がれてきました。
　表紙を一見したところ、地味でパッとしない印象がありますが、語り
ながらページをめくっていくと、子どもがどんなに夢中になって物語の
世界に入り込んでいるかを読み手は目の当たりにすることになるでしょ
う。
　ホフマンは、見開きの大きさと余白を十分に使って、その距離感や
間まで見事に描いています。物語に心を添わせて、どうぞゆっくり読ん
であげてください。読み手も聞き手も、きっと満足感が味わえるはず
です。ホフマンの絵の細部にも、いろいろな発見ができますよ。お見逃しなく！
 （読んであげるなら4歳くらい～小学校1年生まで）

グリム童話：フェリクス・ホフマン 絵／せた　ていじ 訳
　　　　　1967年発行　福音館書店

＊くつしたのあな＊
～幼児から小学生のための

ストーリーテリングと読み聞かせの時間～
12月18日（土）　１４：３０～１５：００

☆毎月第3土曜日☆

P e e kP e e k  a  B oB o oP e e k  a  B o o
～ あかちゃんとおかあさんの絵本の時間 ～

12月21日（火）　１０：３０～１１：００
☆毎月第3火曜日☆

【０～３歳児・保護者対象】

12月11日（土）　9：３０～
＊雑誌開放のお知らせ＊

図書館で保存できない本や、保存年限を過ぎた雑誌
や本などを、いの町民の皆さんに差し上げます。（お
ひとり５冊まで）予約や返却は受け付けておりませ
ん。ご了承ください。

9月4日コンサート風景
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エクセル入門コースは、表計算ソフトであるエ
クセルソフトの基礎を学習します。エクセルでの
文字や数字の入力やグラフ作成、計算方法の
基礎を学習します。

エクセル入門コース

パワーポイント入門コース
パワーポイント入門コースは、プレゼンテー
ションソフトであるパワーポイントソフトの基礎を学
習します。スライドショーの作成の基礎を学習しイ
ンパクトのある資料の作成をします。

インターネットとメール入門コース
インターネットとメール入門コースは、初め
てインターネットに挑戦してみようとされる方向け
の講座です。また、メールはメールの作成や受
信メールの確認など、メールに関する基礎を学
習します。

ワードアルバムコース
ワードアルバムコースは、撮りためた写真を思
い出のアルバムとして作成します。ワードが使用
できるパソコンを持参していただき、図形やイラス
トなどを入れながら楽しいアルバムを作成しましょ
う。（注意：印刷はプリンタを持参していただくか自宅ま
たは印刷可能な場所でしていただきます。）

パソコン教室のご案内　1月開催予定講座

パソコン入門コース
パソコン入門コースは、初めてパソコンを触る
方や、以前使っていたけど、もう一度基礎から学
習したい方向けの講座です。
マウス操作の基本・キーボード入力の基本を中
心にパソコンの基礎を学習します

パソコン個別相談室
Windows操作・印刷からワード・エクセル活
用・インターネットとメールなどの相談室です。
（VBA・CADは除く）
その他の内容については、予約の時に相談内
容をお願いします。

ワード入門コースは、文書作成ソフトである
ワードソフトの基礎を学習します。表現力のある
文章や表の入った文章、図を入れた文章など
の作成をします。

ワード入門コース
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院長　森 木  光 司
吾川郡いの町3674 TEL（088）893‐0014

医療法人
光生会 森 木 病 院

内　科
外　科
小児科
循環器内科
消化器内科
リハビリテーション科
人工透析

　このコーナーでは、各園・学校の取組や様子をお知らせし、地域の学校としての情報発信をして
います。地域の皆さんには、様々な取組にご理解とご協力をいただいておりますが、今後とも地域
ぐるみで子どもの健全育成に関わってくださいますよう、よろしくお願いします。
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　風も冷たくコタツやストーブが離せない季節になりました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？
　寒くなり特に体を動かさなくなることが多くなってくる時です。カチコチ状態で仕事（家事や労働）
をしてしまうと筋肉・関節に負担がかかり過ぎ、痛みとなってあちこちに出てきます。できるだけ多
くストレッチ体操を取り入れてお過ごしください。痛みの出た場合は放って置いても良くありません。
　なるべく早めに受診してください。ご無理ならお電話でアドバイスもいたします。

JR伊野駅下車徒歩数秒
駅構内ロータリー・西隣　P4台完備

（088）893‐1151
受付時間　月～金曜日　8：45～12：00　14：00～19：00　日・祝日休診
　　　　　土曜日　　　8：45～13：00

こちらから

����
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生徒募集
安くて近い「いの駅前留学」してみませんか？
新しく子ども・中高生・大人の英会話教室をはじめます。
ネイティブ（外国人）の先生と日本人の先生がいます。

元ジオス

いの町駅前1651‐5　オールドニュー2F［駐車場有］
（サニーアクシス西へ車で２分）日曜祝祭日休講日

対象年齢・・・３歳～　授業お試し体験有り
授 業 料・・・グループ教室６０００円/月税込み
　　　　　　個人教室　　８０００円/月税込み
授業時間・・・１週間に１日（約４５分～６０分）
テキスト代・・・３０００円税込み（６ヶ月ごと）
兄弟家族割引制度・入会金・特別入会金制度有り

LUCKY 英会話教室

088－892－5111
［問い合わせ］（受付時間　平日午前９：００～午後４：００）
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Q インプラント体と骨がくっつかないこともありますか？
【A】率直に申しますと、インプラント体と骨が結合しないことは、まれなケースでありますが、
実際に起こります。ただ、万が一結合しなかった場合でも、再度インプラント手術を行うこと
は可能です。結合しない原因として①インプラント治療手技の未熟②既往歴や喫煙歴などの個
人差による影響③感染があります。
　①については、日常的にインプラント手術を行っている歯科医院を選ぶ必要があります。②
については、担当歯科医師によく相談し、影響がより少なくなるように考えなければなりませ
ん。③の感染についてですが、最小限に感染のリスクを抑えるため、ディスポーザブルの器具
を多用し、各種対策が必要となってきます。いずれにしても「インプラント」ばかりにこだわら
ず、患者さんのお口の中をトータルで考え、「おいしい食事」ができるように治療してくれる歯
科医院選びが重要だと思います。

安光歯科　院長　安光　秀人

インプラント専用受付電話

（日曜日無料相談受付中：要予約）

����

いの町観光協会からのお知らせ

　【情報発信基地】サニーアクシス
参  080－2996－7494
死Mail  inokanko@mopera.net

いの町観光協会事務局（ギャラリー・コパ内）
〒781‐2110　いの町3626
   893‐1211　　　 893‐1205
ホームページ　http://inofan.jp

連 絡 及 び

問 い 合 わ せ

いの町　観光 検 索

　皆さんは霧氷を見たことがありますか？

　木の枝に霧が張りつき、魅力的な姿を見せる霧氷。

寒い地方でないと見られないイメージがあるかもしれ

ませんが、そんなことはありません。わざわざ県外に

行かなくても、いの町内でも霧氷が広がっています。

　山嫌いだった人が、この霧氷を見てその後の人生の

大半を山で過ごしたほど、山好きになってしまった魅

力あふれる“霧氷”。

　高知県でもこのような風景は非常に少なく、私たち

の宝です。海抜10ｍ～1,800ｍ余りまである、いの町

は魅力あふれるものが数多くあります。この魅力を今

後とも維持できるよう、また、多くの人に知っていた

だけるよう、精いっぱいＰＲしていきます。

　サニーアクシスいの店の観光案内所で好評をいただいております、土佐
和紙に書く習字教室。
　12月に「書き納め」、１月に「書き初め」を行います。
　習字を勉強している小学生はもちろんのこと、ずいぶん前からやってな
いという方も、是非ともこの機会に習字を行ってみてはいかがでしょうか。
　いの町産の土佐和紙に書くことができるので、来年の目標を土佐和紙に
書いて、素敵な１年を始めましょう。

季節の情報や、最新イベント情報などは下記のＨＰでご確認ください。
ホームページ　http://inofan.jp

一度見れば、人生が変わる“霧氷”

サニーアクシスで、土佐和紙に書道をしよう♪

クリック♪
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広報いのは再生紙を使用し、 大豆インクで印刷しています。

12 / 13～1/10 12月１日～12日の予定は広報11月号をご覧ください。
都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

12 月 1月
12月１日～12日の予定は広報11月号をご覧ください

保健行事予定表
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本年度の特定健診・胸部検診・胃がん検診・大腸がん検診の集団健診は、10月31日で終了しました。

年に一度は特定健診を受けましょう！

問い合わせ　ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内）  参 893‐3811（年末年始を除く平日8：30～17：15）

いの町国保の40 ～ 74歳の方特定健診を受けましょう！！
「特定健康診査受診券」の有効期限が1月31日（月）になっ
ていますので、今年、まだ受診していない方は、それま
でに受診してください。受診券と問診票があれば、最寄
りの医療機関で受診できます。
また、仁淀病院で受診される場合は、割安な自己負担額
で胸部検診・胃がん検診・大腸がん検診をセットで受診
することも可能です。（申込期間12月28日（火）まで／ほ
けん福祉課へ電話でお申し込みください。）
胃透視コース　3,750円／胃カメラコース　11,950円

■特定健診とは…
メタボリックシンドロームに着目した健診のことです。
■特定健診のメリットは…
○ご自身の健康状態を確認できます。
○糖尿病や心臓病・脳卒中等を予防し、いつまでも健や
かな生活を送ることにつながります。

※医療機関で受診する場合は、加入している医療保険の
保険者が発行した受診券が必要です。また、受診の前
に医療機関で受診日をご確認ください。

申し込みのあった方に受診券を発行しています。現在、
生活習慣病で治療や服薬をしていない方でまだ受診され
ていない方は、ほけん福祉課までお申し込みください。
受診券と問診票をお送りします。

75歳以上（後期高齢者医療保険）の方

加入している医療保険の保険者又はお勤めされている企
業や事業所等に直接お問い合わせください。

サラリーマンご本人やサラリーマンの
扶養家族となっている配偶者などの方


